
南山大学紀要『アカデミア』人文・自然科学編　第 27号，55―75，2024年 1月 55

連邦インディアン政策とアメリカ先住民の主権（2）
―先住民の条約権利と水利権請求―
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Abstract

　 In the United States, Native American tribes’ water rights negotiations began in the 1980s.  This 
paper focuses on the Confederated Salish Kootenai Tribes’ (CSKT) efforts to achieve a water compact 
with state of Montana.  Through the discussion, the study examines how tribes have exercised their 
sovereign power in the tribal-state-federal water rights negotiation.  The discussion consists of the 
history of the Flathead Reservation where the CSKT has been trying to protect water resources as well 
as natural resources.
　 In Montana, native tribes fought a series of water rights claims in federal and state courts in the 
1970s, and that led to the establishment of the Montana Reserved Water Rights Compact Commission 
(RWRCC), which was specifically made for tribal-state water rights negotiation.  While the CSKT’s water 
rights negotiation started in 2000, in the pre-negotiation era, the tribes had organized geological surveys 
to measure water resources, preparing for both negotiation and litigation.  In the 1990s and early 2000s, 
the tribes had fought a series of litigation in order to defend their rights to water resources in their 
reservation.  Their efforts bore fruit as the CSKT Water Rights Compact of 2015, which was ratified in 
the U.S. Congress, becoming the Montana Water Rights Protection Act in 2020.
　 The tribal sovereignty exercised by the CSKT is most symbolically seen in their efforts to preserve 
instream flow, which is essential for the survival of fish.  With their sovereign power, the CSKT went 
beyond the “beneficial use” of water on which the water rights applications have been traditionally 
decreed in the West, showing alternative ways of the water resource management for the future.

はじめに

　アメリカ合衆国内に居住する先住民のうち，連邦承認を受けている部族は 574，州議会の承認を
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得ている部族は 60以上，他に連邦や州の承認には至っていないものの合衆国成立以前から存在し
てきた集団も数多く存在する。そのうちには占有居住地を有し，部族自治を履行する部族が存在す
る。先住民が自治を行う先住民保留地は，現在，合衆国内に 326存在する1）。
　この事実は 19世紀の強制移動，土地剥奪，軍事戦略，20世紀における一般土地割当法，連邦管
理終結政策といった，先住民ネイションの解体・同化を目指した過酷な連邦インディアン政策に屈
することなく，先住民がその主権を追求してきた営為の証である。一方で，先住民部族が「主権集
団」であるという事実は，今日，主流社会において現実感を持って捉えられてはいない。アメリカ
市民の多くにとって「先住民主権」は歴史的「概念」であって，現実に効力を発揮するものではな
いと捉えられており，このことは先住民部族が訴える土地保全，資源保護の重要性を一般の人々が
理解することを阻んでいる。
　本稿では，先住民の保留水利権請求，及びそれに続く水利権交渉を通して，先住民主権の実相を
検討する。1970年代以降，先住民による部族水利権請求が活発に行われるようになった状況を，「第
二の条約締結期」の到来と見る向きもあるが2），部族―州―連邦が関わる水利権合意の締結は部族
にとって訴訟提起に勝る複雑な要素を有する。保留水利権発祥の地となったモンタナ州では，保留
地を有する先住民部族が個別に州との水利権交渉に臨み，近年，全ての部族が水利権合意を締結し
た。本稿では，モンタナ州北西部にフラットヘッド保留地を有するセイリッシュ・クートナイ部族
連合（Confederated Salish and Kootenai Tribes）の水利権請求に焦点を当てる。セイリッシュ・クー
トナイ連合は 2015年にモンタナ州との水利権合意を果たし，その合意は 2020年に合衆国議会の承
認を得ている。
　水利権の問題は部族領土の問題と深く関わっている。州との水利権交渉における部族主権のあり
様を検討するに先立ち，1）セイリッシュ・クートナイ連合が 1855年に締結したヘルゲイト条約3）と，
その後，部族が経験することになった一般土地割当法の適用による土地喪失について検討する。セ
イリシュ・クートナイ連合がモンタナ州との水利権合意交渉に臨んだのは 2000年だが，部族連合
は 1970年代から州における部族水利権の扱いをめぐって，モンタナ州の他部族と共に司法の場で
争ってきた。本稿では，2）1979年にモンタナ州が制定した総合的な州水利用法「モンタナ州にお
ける既存水利権請求の司法判断に係る法」4）に対する部族の訴えを整理するとともに，1979年モン
タナ水利用法制定以降，セイリッシュ・クートナイ連合が水管理にどのように関わってきたのかを
検討する。上述の議論を踏まえた上で，3）2000年以降に展開された州と部族連合との交渉経緯を
検討することで，セイリシュ・クートナイ連合が水利権をめぐって発動した部族主権について考察
する。

1．部族主権の侵害と保留水利権

　先住民のなかには「部族（tribe）」ではなく，「ネイション（nation）」を名乗る集団も少なくない。
合衆国における先住民ネイションの位置付けは，「国内従属国家（domestic dependent nation）」と
いう特殊なものであり，連邦とは特異な信託関係にある。
　1831年チェロキー・ネイション事件判決5）において，合衆国最高裁判所はチェロキーを「国内従
属国家」と見做し，合衆国と先住民との関係を「後見人―被後見人」であると定義。本事案におい
て最高裁は，ジョージア州による主権侵害の停止を求めるチェロキーの要求を，「先住民部族は国
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内従属国家である」という方便を用いて退けた。チェロキー・ネイションは主権を有する独立国家
として合衆国と条約を締結しており，ジョージア州がチェロキーの領土内で司法権を履行したこと
は明らかに「違憲」だった。合衆国と外国との係争は合衆国最高裁の審議の対象となるが，最高裁
は条約権利を有する先住民ネイションを国内従属国家という枠組みに押し込め，最高裁審議の対象
としない判断を示した。
　先住民ネイションが国内従属国家と位置付けられたことで，連邦は先住民に対して「信託責任」
を負うことになったわけだが，合衆国最高裁は 20世紀初頭，この「信託責任」を逆手にとって先
住民の条約権利を侵害した。1903年ローンウルフ事件判決6）では，部族保留地の土地分割を目論む
合衆国議会に対して異を唱えたキオワのチーフ，ローンウルフの訴えが退けられた。1867年メディ
スンロッジ条約7）はキオワの占有地として部族保留地を約束していたが，先住民との信託関係にお
いて合衆国議会は「無条件の権限（plenary power）」を有するとして，最高裁はローンウルフの訴
えを退けた。議会が保留地土地を分割し，白人入植者のために土地を割譲することを合憲とした最
高裁判決は，先住民ネイションが主権の拠り所とする条約権利を極めて危ういものにした。
　合衆国において先住民の主権は一方的に規定され，侵害されてきた。しかし，先住民主権そのも
のが，完全に失われたわけではない。その事実を示すのが先住民による水利権請求である。
　保留地を有する先住民部族は，保留地での生活を可能とするための「保留水利権（reserved 
water rights）」を有する。この保留水利権は，「先住民保留地の設立」という合衆国の「行為」によっ
て発生する権利であり，多くの場合，先住民占有地となる保留地の設立を約束する条約によって「黙
示的」に約束される8）。1908年ウィンターズ事件判決9）は，条約条文に明記がなくとも，先住民に
よる保留地での農耕・牧畜を可能とするために必要な水資源は，先住民のために連邦によって保留
されるとして，初めて先住民が有する水利権を明示した。
　条約にもとづく「保留権の法理」は，1905年ウィナンズ事件判決10）において示されている。ヤカマ・
ネイションが伝統的漁場での漁業継続を訴えたこの事案では，条約締結以前の生活圏における先住
民の漁業，狩猟，採取の権利が条約条文において明記されている場合，それらの権利は保証される
と判断された。現在，先住民部族が争う水利権請求には，ウィンターズ法理が約束する保留地での
水利用に関する保留水利権と，ウィナンズ事件判決によって保証された伝統的な漁場，狩場，採取
を可能とするために必要な「自然な河川の流れ（instream flow）」を保つための水利権が関わって
いる。伝統的な漁業等を保証する水利権については，1984年アデア事件判決11）が権利の発生時点
を「超記憶的な時代（time immemorial）」と定義しており，このことは水使用の開始時期が早い者
に優先的に水利用を認める「先占用の法理（prior appropriation doctrine）」12）を採用する西部におい
て，非常に重要な意味を持つ。
　先住民の条約権利は 1903年ローンウルフ事件判決によって損なわれたものの，先住民と合衆国
との間の条約は依然として効力を持つことを，1905年ウィナンズ事件判決，及び 1908年ウィンター
ズ事件判決は示した。しかし，20世紀初頭に司法の場で約束された先住民の水利権は行政によっ
て守られることなく，長く「紙の上の権利」のまま，先住民部族に水をもたらすことはなかった。
20世紀，西部では水資源開発が進み，連邦と州がその利権を争うなか，先住民のために保留され
るべき水資源は搾取され続けた。先住民がその権利を司法の場で訴え，州や連邦と三つ巴の交渉に
臨むようになったのは比較的近年のことである。
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2．セイリッシュ・クートナイ連合とフラットヘッド保留地の歴史

1）1855 年ヘルゲイト条約と部族水利権
　現在，モンタナ州北西部にフラットヘッド保留地を有するセイリッシュ・クートナイ連合は，ビ
タールート・セイリッシュ，ペンドオレイユ，クートナイの 3集団からなる連邦承認部族である。
3部族はバッファローの狩場をめぐって対立したブラックフィートに対抗すべく，連携を深めた歴
史を持つ。古来の領土は，北はカナダ国境を越えて広がるコロンビア川流域，東はロッキー山脈分
水界を越え，東端はイエローストーン川やミズーリ川上流にまで及ぶ広大なものだった。19世紀
半ば，合衆国は条約締結という手段を用いて，多くの平原部族の領土を割譲し，先住民を保留地へ
と囲い込んだが，セイリッシュ，ペンドオレイユ，クートナイもその例に漏れず，1855年ヘルゲ
イト条約によって土地割譲を迫られた。条約第 1条は上述の領土を合衆国に受け渡すことを命じ，
第 2条はフラットヘッド保留地の設立を定めている。加えて第 11条は，現在のミズーラ周辺，セ
イリッシュが居住するビタールートバレーに別途，保留地を設立することを告げている。ヘルゲイ
ト条約によって，2000万エーカーの土地を生活圏としていたセイリッシュ，ペンドオレイユ，クー
トナイは，130万エーカーの保留地に居住することを強いられた13）。
　1908年ウィンターズ事件判決は，モンタナ州フォートベルトナップ保留地設立を定めた 1888年
ブラックフィート条約14）にもとづいて，保留地に居住するグロスベントレとアシニボインに保留水
利権を保証した。セイリッシュ・クートナイ連合に約束される水利権も，同様に保留地設立を約
束したヘルゲイト条約が根拠となっている。保留水利権は灌漑による「有益な水利用（beneficial 
use）」を前提とするものであり，条約保留地を得たセイリッシュ・クートナイ連合はこの保留水
利権を有する15）。保留水利権によって先住民に保証されるべき水量については，1963年アリゾナ
事件判決16）によってその算出方法が定められ，保留地内の灌漑可能な面積（practicably irrigable 
acreage, PIA）を，1エーカーあたり 1フィートの水で満たすために必要な水量が保証されること
になっている。
　セイリッシュ・クートナイ連合がその権利を有する水は，PIA基準によって算出される灌漑目的
の水だけではない。部族連合は「保留水利権」以外に，漁業権にまつわる水利権を有している。
　1855年ヘルゲイト条約第 3条は，保留地内及び境界を流れる河川での部族の漁業を認めている。
加えて条約は，日常的，習慣的に利用する場所での漁業，狩猟，採取，放牧の権利を認めている。
セイリッシュ・クートナイ連合は，保留地のみならず，かつて領土であった地域での漁業を許され
ており，魚類保護のために必要な河川の自然な流れを保つだけの水量を要求する権利を有するとい
うことになる。これは条約条文が明記する保留地境界外の伝統的漁場での漁業をヤカマに認めた，
1905年ウィナンズ事件判決に依拠する水利権であり，権利の発生時期は合衆国の歴史を超えた「超
記憶的時代」となる。合衆国西部では先んじて水利用を始めた者に水利用の優先権を認める「先占
法の法理」が適用されており，「超記憶的時代」に由来する水利権を有する部族連合は，州法の下
に置かれる一般の水利権保有者に対して圧倒的に優位な使用優先権を持つ。併せて，部族には魚類
保護のために確保する水を，他の目的の転用することが認められている。部族が有するこの漁業権
に由来する水利権は，2000年以降の水利権交渉において非常に大きな意味合いを持つことになっ
た。
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2）1871 年セイリッシュの強制移動と 1904 年フラットヘッド一般土地割当法
　1855年ヘルゲイト条約によって部族領土の大部分を失ったセイリッシュ・クートナイ連合であっ
たが17），連邦による土地剥奪は以降も続いた。ヘルゲイト条約締結の際，セイリッシュの人々は居
住地であるビタールートバレーを離れることを拒否。これを受けてヘルゲイト条約は地域一帯を調
査し，それをもとに大統領が判断を下すまで，ビタールートバレーでのセイリッシュの居住を認め
るとしていた。しかし，1870年代に入ると，ビタールートバレー・セイリッシュをフラットヘッ
ド保留地へ移動させる動きが活発化。1871年，グラント大統領は条約が課した調査を履行するこ
となく，セイリッシュを移動させることを宣言。セイリッシュの人々は移動に抵抗したが，1888年，
ビタールートバレーに鉄道が開通すると，それまでの暮らしを継続することは難しくなった。1891
年，およそ 200名の人々がキャリングトン将軍率いる軍によって，強制的にフラットヘッド保留地
南にあるジョコへと移動させられた18）。
　20世紀に入ると，合衆国議会は部族の合意なしにフラットヘッド保留地への一般土地割当法導入19）

を決定。1887年一般土地割当法は先住民家長に 160エーカー，成人先住民に 80エーカーを与え，残
りの土地を「余剰地」と見做して剥奪し，その土地を希望する入植者に解放するというものだった。
これが 1904年，フラットヘッド保留地に導入された20）。一般土地割当法は先住民個人に土地を与え
て経済的自立を促すという，表向きの目的を掲げていたが，その実は先住民保留地の縮小，ひいては
解体を目論む法だった。連邦政府はフラットヘッド保留地への土地割当法の導入に先立ち，1882年以
降，部族から鉄道敷設に関する合意を取り付け，入植者の保留地へのアクセスを確保していた21）。更に，
連邦政府は入植者を呼び込む手立てとして 1908年に土地割当法を改正し22），保留地における灌漑シ
ステムの拡大を進めた。
　フラットヘッド一般土地割当法の導入を推し進めたのは，モンタナ州議員ジョセフ・ディクソン23）

だった。ディクソンは先にモンタナ州東部にあるクロウ保留地への土地割当法導入に関わっており，
当時，先住民保留地の土地分割について合衆国議会でどのような議論が進行していたのかを把握し
ていた。1903年ローンウルフ事件判決において，先住民部族に対して合衆国議会が「無条件の権限」
を有すると判断されたことをディクソンは理解しており，フラットヘッド保留地を分割・割譲する案
が部族の反対によって阻まれることはないと踏んでいた。
　1904年フラットヘッド一般土地割当法によって 245,000エーカーの土地が部族メンバー個人に割
り当てられ，「余剰地」は 1910年に非先住民が購入可能な土地となった24）。部族メンバーの割当地
が入植者に取り囲まれて孤立するケースも生まれ，こうした状況は部族メンバーが割当地を手放す
現象を加速させた。土地割当法の導入は土地剥奪だけでなく，共同体の弱体化を引き起こし，それ
まで自給自足の生活を送り，経済的に自立していた部族の人々の暮らしを大きく変えた。1888年，
ノーザン・パシフィック鉄道会社はシカゴ―シアトル間の鉄道敷設を完了させたが，その建設過程
において，部族の衣食住を支えてきたバッファローが殲滅された。分割された土地では，狩猟，採
取，牧畜も思うにまかせず，貨幣経済に取り込まれて立ち行かなくなった部族メンバーに対し，連
邦の役人が土地売却を迫り，先住民の土地は地域有力者の手に渡った25）。一般土地割当法は先住民
を小規模農耕に従事させることで，経済的自立を促すことをその目的に掲げていたが，実際には部
族の伝統的な生活様式を破壊し，人々を困窮に追いやった。

3）1908 年国立バイソンレンジ設立による土地割譲
　先住民の部族自治・自決を約束する 1934年インディアン再組織法26）の制定によって，一般土地
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割当法の履行は終了した。1910年から 1934年の間にフラットヘッド保留地では土地割当法の適用
を受けた部族メンバーの土地 131,239エーカーが，非先住民の手に渡ったとされるが，これは部族
メンバーに割り当てられた土地の 50％以上にあたる27）。19世紀末から 20世紀初頭にかけて，連邦
政府は部族の意向を無視して土地・資源の搾取を繰り返したが，セイリッシュ・クートナイ連合に
とってとりわけ大きな痛手となったのは，1908年の国立バイソンレンジ設立28）だった。この事案は，
18,500エーカーの保留地内土地が部族合意を得ぬままに国立施設とされたことに加え，それまで多
くの試練に耐えながら、独自にバッファローの保護に努めてきた部族の営為を蔑ろにするものだっ
た。
　部族のバッファロー保護は 1870年代に遡る。既に保留地にバッファローの姿はなく，その絶滅
を危惧したセイリッシュのチーフ，アタティッサの息子，リトル・ファルコンローブがロッキー
山脈を越えてバッファローの幼体 6頭を保留地へと率い，その世話を始めたところから部族のバッ
ファロー保護は始まった。ファルコンローブの努力は実を結び，個体数も増えたが，1880年代に
入るとミカエル・パブロが経営するバッファロー牧場の管理下に置かれた。連邦政府は一般土地割
当法を保留地へ導入するにあたり，パブロにバッファローの売却を強要。バッファローはカナダへ
と輸送された29）。しかし 1909年になると，ルーズベルト大統領らがアメリカンバッファロー・ソ
サエティを設立してバッファローの保護を訴え，フラットヘッド保留地南部に国立バッファローレ
ンジが設立されることとなった。連邦はバッファローを買い戻してその保護へと動いたが，それは
部族の意向を反映してのものではなかった30）。
　フラットヘッド土地割当法については，当初から部族指導者が首都ワシントンへ出向いて導入反
対の意向を伝えていた。先住民の権利運動が興隆した 1960年代，部族は合衆国を相手に訴訟を起
こし，部族の合意なしに導入された土地割当法や，バイソンレンジ設立のための一方的な土地剥奪
の違憲性を訴えた。部族の訴えは合衆国請求裁判所 1971年判決31）において認められ，741万ドルが
賠償金として支払われている。生活・文化において重要な意味を持つバッファローを不本意なかた
ちで手放すことになった部族は，バイソンレンジとバッファローを取り戻すための努力を一世紀に
亘り継続的に続けた。部族のこうした尽力はモンタナ州との水利権交渉の最終盤において実を結び，
水利権合意の一部に盛り込まれることになった。2022年，バイソンレンジは部族の管理下に置かれ
ることになり，名称もセイリッシュ・クートナイ部族連合バイソンレンジへと変更されている32）。

4）フラットヘッド灌漑プロジェクトとその影響
　1934年に一般土地割当法の履行は終了し，フラットヘッド保留地においては「余剰地」とされ
た土地で非先住民の手に渡らなかった土地は部族管理下に戻った。セイリッシュ・クートナイ連合
にとって幸いだったのは，重要な水源地である山地を失わなかった点である。しかし，一般土地割
当法によってフラットヘッド保留地内の土地所有状況は，先住民と非先住民の所有が入り混じる
チェックボード状態となり，このことは保留地内における水利権管轄を複雑なものにした。
　1908年ウィンター事件判決は，先住民の保留水利権を州法の下にではなく，連邦法の下に置く
ことを定めている。保留地境界内の土地のうち，部族メンバーが有する土地に約束される水利権は
連邦法の下に置かれ，水利権の発生時期は保留地設立時点となる。部族メンバー個人に割り当てら
れた土地が非部族員の手に渡った場合，新たな土地所有者は保留地設立を起点とする水利権を得る
ことになる。一方で，「余剰地」とされ，非先住民の手に渡った土地については，水利権の発生時
期は土地購入時期となる33）。土地割当法導入によって生まれたこうした複雑な状況は，部族の水利
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権管理を不確実なものにした。
　フラットヘッド土地割当法は 1908年に修正が加えられ，保留地に大規模な灌漑設備が整えられる
ことになったが，これは合衆国議会上院議員となった元州議会議員ディクソンが，保留地へ入植者を
呼び込むために講じた策だった。フラットヘッド灌漑法34）にもとづいてインディアン局が建設を担っ
た灌漑プロジェクトは，保留地に居住する先住民と非先住民，双方のための計画だったはずだが，実
際に利を得たのは非先住民だった。部族メンバーは灌漑プロジェクト以前に自ら灌漑設備を整えて農
業や牧畜に従事していたが，フラットヘッド灌漑プロジェクトは既に使用されていた部族の灌漑路を
利用して拡大，もしくは水路を変更した。部族メンバーが使用していた灌漑設備が乗っ取られただけ
でなく，それまで部族の人々が自由に使っていた灌漑路からの水利用に対し，利用料が課されるよう
になった。これによって生じた借金によって，土地を手放す部族メンバーは少なくなかった35）。
　フラットヘッド灌漑プロジェクトは 1,300マイルに及ぶ水路，15の貯水池，3つの揚水施設，1
万を超える小規模な設備を生み出し，127,000エーカーの農地への水供給を可能にした36）。1908年
から 1924年の間に土地改良局は 8つのダムと貯水池，8つの取水ダム，9,154の運河設備を建設し
たが，約 500万立方メートルの土壌を掘り起こし，約 10万立方メートルの敷石を導入した工事は
保留地の様相を大きく変えた37）。ダム建設によって魚類の移動や産卵が妨げられ，灌漑による小川
の水量の減少や水質悪化も魚類の生息や繁殖を困難にした38）。保留地における部族土地の喪失も
深刻化した。1923年の時点で，非先住民が 786の農場，18,495エーカーを所有していたのに対し，
先住民の農場は 27，所有面積は 1,200エーカーにまで減少した。フラットヘッド灌漑プロジェクト
が完成した 1963年には，保留地内の灌漑可能な土地 11万エーカーのうち，95％が非先住民の所有
となっていた39）。「保留地に居住する先住民と非先住民のための灌漑計画」を謳ったフラットヘッ
ド灌漑プロジェクトは，非先住民に利益をもたらし，部族の更なる土地喪失をもたらした。

3．州水利用法への先住民の反駁

1）主権免除の原則と 1952 年マッカラン修正
　セイリッシュ・クートナイ部族連合とモンタナ州の水利権合意は 2015年に州議会で承認され，
2020年，合衆国議会の承認・批准を経てモンタナ水利権保護法40）として制定された。部族連合と
モンタナ州との交渉は 2000年に始まっており，実に 20年余りの時を経て部族の水利権の適用範囲
が確定したことになる。そもそも連邦法の下にあり，州法の適用を受けないはずの部族水利権が，
なぜ州との交渉を必要とするものとなったのか。その背景には 20世紀半ばの連邦と州の水利権係
争と，その解決策として制定された 1952年マッカラン修正41）がある。
　1908年ウィンターズ事件判決によって先住民の保留水利権が確認されたわけだが，西部での土
地改良・資源開発が進むにつれ，水資源をめぐる司法係争は頻度を増し，その過程でウィンターズ
法理も変容を遂げた。なかでも 1952年マッカラン修正は「部族水利権の判断を州裁判所に委ねる」
という，ラディカルな変化をもたらすものだった。
　マッカラン修正制定の背景には，水利権をめぐる西部諸州と連邦の対立があった。1950年代初頭，
州法を無視して州の水資源を搾取しようとする連邦のやり方に対し，西部諸州では反発が高まって
いた。具体的には，ネバダ州クィン川，コロラド州の複数の給水区，カルフォルニア州サンタマル
ガリタ川が関わる係争がマッカラン修正制定の引き金となった42）。基本的に，国家はその同意なく
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して国内の裁判所で訴えられることはない。この「主権免除（sovereign immunity）」の原則を利
用して，連邦は州法にもとづいた水利権を取得した後，州裁判所の判決や管理の適用を免れようと
した。
　特に 1951年カルフォルニア州サンタマルガリタ川の水利権係争43）はメディアでも扱われ，問題
視された。このケースは，西海岸最大の海軍訓練基地ペンダルトンの水利権に関わるものだった。
カルフォルニア州は沿岸権の法理にもとづいて，サンタマルガリタ川の 66％の水量を農園に裁量
していたが，1940年代，土地とともに合衆国がこの水利権を購入。基地が完成すると連邦はサン
タマルガリタ川の総水量を超える水量を要求し，これが地域住民の反発を呼んだ。水量を必要とし
たのは基地そのものではなく，リースした土地で運営されていたゴルフコースだった。連邦による
こうした不適切な水請求の実態は，大きな議論を呼んだ44）。サンタマルガリタ川の一件は合衆国議
会で議論され，公聴会では連邦が振りかざす主権免除の原則が州の水利権を脅かしている実態が明
らかになった45）。
　連邦は合衆国が国家として有する主権免除の原則を乱用し，州裁判所による水利権管理を妨害，
あるいは拒否し続けていた。また，新たな水利権判断や既存水利権の再判断を，連邦裁判所で行う
ことを州に強要することもあった46）。州の水利権管轄を不安定な状態に陥らせた連邦のこうした行
為に対して，法による制御を望む声が高まり，合衆国の主権免除の原則を制限し，州の水利権管轄
システムを保護する「マッカラン修正」が制定された。

2）マッカラン修正と先住民の水利権
　1952年マッカラン修正によって，連邦と州との間での起きた水利権紛争は州裁判所で審議され
ることになった。一方で，マッカラン修正には先住民の水利権についての言及はなく，連邦の水利
権と同様の扱いとなることは想定されていなかった。しかし，1970年代の司法判断によって，マッ
カラン修正が部族水利権にも影響を及ぼすようになった。
　1971年イーグル事件判決47）では，連邦が保留する水利権の全てにマッカラン修正が関わること
が判示された。コロラド川支流イーグル川の水利権が関わるこの事案において，連邦は公有地を転
じてホワイトリバー国有林とした際に発生した水利権を保留水利権であると主張。州裁判所の判断
を仰ぐ必要はないと訴えた。合衆国最高裁の判断は，マッカラン修正は「包括的な制定法」であり，
連邦がどのような手法で水利権を取得したとしても，州域内の水利権は州裁判所の裁量下に置かれ
るというものだった。最高裁のこの判断によって，連邦信託地である部族保留地の水利権も州裁判
所によって審議されることになった。
　1976年コロラドリバー水利組合事件判決48）では，水利権紛争における連邦裁判所の「裁判権行使
回避（abstention）」を求めるという，更に踏み込んだ判断が示された。1972年，連邦はコロラド州
第七給水区に存在する先住民保留地，国立公園，国有林に裁量されるべき水利権を請求。併せて，
水利用を管理する独自の配水人の任命を合衆国コロラド地区地方裁判所に求めた49）。コロラド州
は 1969年に「水利権の決定及び管理に関する法」50）を制定し，7つの給水区それぞれに給水調停人，
及び給水担当裁判官を置き，水利権判断の決定に従って技師が水を管理することを定めていた。連
邦は先に構築されていたコロラド州の水利権管理システムを無視して，水利権を請求したことにな
る。コロラド州は，連邦裁判所は州管轄の水利権を司法判断する権利を持たないと主張。合衆国を
訴訟当事者とするための召喚状の送達を州裁判所に求め，連邦の訴えを棄却するよう求めた51）。
　合衆国地区地方裁判所第一審はコロラド州の棄却請求を認めたが，連邦が上訴して争われた第十
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巡回区控訴裁判所はこれを覆した。続く合衆国最高裁判所での審議の焦点は，「マッカラン修正は，
連邦の水利権を司法判断する連邦裁判所の管轄権を終結させたかどうか」にあった。1976年最高
裁判決は第一審を支持し，州裁判所が連邦の水利権を司法判断することを認めた52）。
　水利権紛争において合衆国が州に提訴された場合，マッカラン修正は合衆国が主権免除の原則を
放棄して，州裁判所に訴訟当事者として参加するよう求めている。これによって，州裁判所には連
邦の水利権を競合管轄する権利が与えられたことになる。1976年の最高裁判決は，この「州と連
邦による水利権の競合管轄」を是とせず，連邦裁判所に「裁判権行使回避」を求めた。
　1976年コロラドリバー水利組合事件判決を経て，マッカラン修正は以下のようなものとなった。
1）州による包括的な水利権判断が達成されるために，合衆国の主権免除の原則は放棄される。2）
連邦裁判所と州裁判所の二重システムによる司法判断の混乱を避けるため，連邦は州による包括的
水利権管轄を支持する。3）先住民の水利権は，歴史的，習慣的に先住民にとって不利な司法判断
を下してきた州裁判所によって判断される。マッカラン修正がもたらしたこうした変更は，合衆国
との信託関係のもとで保留される先住民の水利権の履行を，更に不確実なものにした。

3）モンタナ州水利用法と先住民の水利権
　1976年コロラドリバー水利組合事件判決は，州域内の水利権を判断する優先法廷は州裁判所で
あることを明らかにし，連邦裁判所に裁判権行使回避を求めた。一方で，州裁判所がマッカラン
修正の適用を受け，州内の水利権判断を一手に担うためには，包括的な水利用法を州が整備してい
ることが条件となる。モンタナ州は 1972年に州憲法を改正し，州内の水資源を州財産であると宣
言。1973年には「モンタナ水利用法」を制定し，マッカラン修正の適用を受けるべく準備を進めた。
州内の先住民部族はこれに反発。1975年，ノーザン・シャイアンが保留地内河川の水利権判断を
連邦裁判所に請求し，これを受けて連邦もモンタナ州に保留地を持つ部族の信託責任者として水利
権請求訴訟を起こした。1970年代から 80年代にかけての，モンタナ州における先住民の水利権訴
訟の動向を示したものが〈表 1〉となる。
　1979年 4月，モンタナ州議会は水利用法の改正案を承認し，5月には「モンタナ州における既存

〈表 1〉モンタナ州水利用法制定・改正と先住民の水利権請求

1972年 「モンタナ州憲法」改正

1973年 「モンタナ水利用法」制定

1975年 ノーザン・シャイアン，保留地内河川の水利権判断を連邦裁判所に請求

1976年 コロラドリバー水利組合事件判決

1977年 モンタナ州議会，水利権管轄システム構築のための委員会を設立

1979年 「モンタナ州における既存水利権請求の司法判断に係る法」制定
合衆国モンタナ地区地方裁判所，ノーザン・シャイアン事件を訴訟却下

1982年 第九巡回区控訴裁判所，ノーザン・シャイアン事件判決

1983年 サンカルロス・アパッチ事件判決

1984年 モンタナ州最高裁判所審議

1985年 セイリッシュ・クートナイ事件判決
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水利権請求の司法判断に係る法」53）を制定した。これによって水利権請求を審議するための水裁判
所の創設，給水担当裁判官の任命など，水利権に関わる広範な事項を含む規定が定められた。この
法制定の重要な点は，先住民部族との水利権交渉に特化した「保留水利権協定委員会（RWRCC）」
54）が設立されたことである。先住民部族と連邦は以降，RWRCCを通して州との水利権交渉を進め
ることを期待された。同年 11月，審議保留とされていたノーザン・シャイアン事件55）に対する判
断が下された。合衆国モンタナ地区地方裁判所は，モンタナ州は同年 5月に包括的な水利用法を整
備したとして，部族の訴訟を却下した。
　この判断に対し，セイリッシュ・クートナイ部族連合はノーザン・シャイアン，クロウ，アシニ
ボイン，スーと共に上訴した。上訴において先住民部族は，1889年にモンタナ州が州昇格を果たし
た折の「授権法（Enabling Act）」56），及び「モンタナ州憲法」における「免責条項（disclaimer）」57）

に言及し，州は先住民保留地において司法権を行使できないと反駁した。モンタナ州の授権法及び
憲法は，「州は先住民個人及び先住民部族によって保有される土地の権利，権限を放棄する」と明
言しており，かつ「先住民の土地が連邦，もしくは合衆国議会の絶対的管理下にあること」に同意
する旨が表明されていた。1982年，第九巡回区控訴裁判所は，州裁判所によって部族保留水利権が
判断されることを不当とする部族の主張を認め，先の訴訟却下を取り消した58）。しかし，この判断
は 1983年サンカルロス・アパッチ事件判決59）によって再び覆された。サンカルロス・アパッチ事
件判決では州授権法の内容に関わらず，全ての州においてマッカラン修正が適用されることが妥当
であると判示された60）。
　1983年サンカルロス・アパッチ事件判決によって，州が域内の水利権を包括的に管轄すべきで
あるとするマッカラン修正が，先住民の保留水利権にも適用されることが決定した。州法の下で，
先住民の保留水利権が裁量されることは，先住民の主権を大きく揺るがす問題だったが，先住民部
族は州との水利権交渉へと歩を進めざるを得なくなった。

4．セイリッシュ・クートナイ連合の水利権交渉

1）モンタナ州における部族水利権訴訟
　モンタナ州授権法を根拠として，州による部族水利権管轄の回避を目指した先住民部族の試みは，
1983年サンカルロス・アパッチ事件判決によって一応の決着を見た。しかし，部族は即座に州と
の水利権交渉のテーブルについたわけではなかった。モンタナ州が部族の保留水利権を扱うために
は，大きく二つの司法上の課題を解決する必要があった。一点目は，「先住民個人及び部族が保有
する土地権利を放棄する」ことを謳うモンタナ州憲法にも関わらず，州は先住民の保留水利権を司
法判断できるのか，という問題だった。もう一点は，モンタナ水利用法が示す手続きは，先住民の
保留水利権を裁量する上で妥当か，という問題だった。これら未決の問題を判断するために，モン
タナ州最高裁判所は州司法長官と州水裁判所を原告，合衆国とモンタナ州の先住民部族を被告とし
ての審議を実施61）。1984年の審議62）では，モンタナ州水利用法が先住民の水利権を判断する上で，
重大な不備を抱えていることが明らかになった。
　モンタナ州水利用法は，以下の点で先住民の保留水利権を考慮していなかった。1）州水利用法
は「有効な水利用」を水利権取得の前提条件としている。しかし，先住民の保留水利権は保留地設
立の目的を適えるためのものであり，「有効な水利用」を前提としない。2）州水利用法は，引水を
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伴わない先住民の狩猟や漁業のための水を考慮していない。3）州水利用法は「有効な水利用」を
水量算出の基準とするが，先住民のために保留される水量は保留地設立の目的をもとに算定される
べきである。4）州水利用法は，先に有効な水利用を始めた者に水利用の優先権を約束する。先住
民の保留水利権は保留地設立に依拠するか，もしくは「超記憶的な時代」に起源を持つため，州の
ほとんどの水利権請求者の使用開始日に優先する。5）州裁判所は水利権申請期限以降の水利権請
求について，救済措置を講じている。一方で，先住民の保留水利権合意が成立しなかった場合につ
いては，同様の措置を設けていない63）。
　州裁判所は 1984年の審議において，連邦は先住民部族の信託者としての責任を十分果たしてい
ないとして，連邦を介さず部族が直接，州裁判で申し立てをする機会を設けた。これを受けてセイ
リッシュ・クートナイ連合，クロウ，ノーザン・シャイアンが，個別に被告として審議に臨むこと
を宣言した。1985年セイリッシュ・クートナイ事件判決64）では，州水利用法は先住民の保留水利
権を適切に扱うために改定が必要であると判断された。一方で，州憲法の免責事項にもかかわらず，
先住民の保留水利権を州が司法判断することは違憲とならないと，州裁判所は判示した。
　1984年の審議，及び 1985年セイリッシュ・クートナイ事件判決は，後に続く水利権交渉の素地
を作ったと言える。先住民の水利権請求を審議する上で，モンタナ州の水利用法にどのような不備
があるのかが明らかにされたことで，1979年に創設されたRWRCCが部族との水利権協議に臨む際，
留意するべきポイントが明確になった。1984年の審議では，連邦が先住民への信託責任を十分に
果たしていないことに対する苦言が呈されており，部族の水利権が州裁判所の裁量下に置かれた後
も，連邦が部族の水利権を擁護する責を負うことが改めて確認された65）。

2）水利権訴訟と水利権交渉
　モンタナ州自然資源保護局のもとに設置された RWRCCは，西部において先住民の保留水利権
交渉を司る模範システムとされてきた66）。RWRCCは州議会議員 4名，州知事の任命による 4名，
検事総長の任命する 1名，計 9名のメンバーからなり，6名の技術スタッフのサポートを得て活動
する。合意案作成には別の 4名の委員が関わる。それぞれの部族と折衝する交渉チームは 4名から
5名の委員で構成されるが，同時に連邦とのやりとりを担うチームも別に編成される。交渉チーム
は正式な交渉のみならず，非公式な打合せも含めて関係者と直接やりとりする。技術スタッフが用
意した資料の検討を行い，公聴会に参加し，議会への報告を行う67）。RWRCCの予算は州自然資源
保存局からの支出となるが，知事室付の組織となるため，知事と緊密な連携を取りつつ水利権交渉
を進めることになる68）。モンタナ州では交渉過程における情報を一般公開することになっており，
意見聴取によって交渉が長引くこともある。しかし，交渉過程で議論に招かれていなかった水利権
保有者が，交渉成立後に異議申し立てをすれば，全てのプロセスが水泡と化すことになるため，情
報公開や意見聴取は必要不可欠なプロセスであると言える。セイリッシュ・クートナイ連合とモン
タナ州の 20年に及ぶ交渉過程においては，約 100回の公開ミーティングが開催された69）。
　セイリッシュ・クートナイ連合が有する水利権は広範な河川域をカバーするが故に，その交渉は
モンタナ州内に保留地を持つ他のどの部族と比べても複雑なものとなった。モンタナ州において，
セイリッシュ・クートナイ連合は州との水利権交渉に臨む最後の部族となったが，交渉当初から部
族が目指した方向性は他の部族のそれとは異なっていた。他部族が保留地内水利権を州と共同管理
することに同意していたのに対し，セイリッシュ・クートナイ連合は非先住民，先住民の区別なく，
保留地内の水利権全てを部族が一括して管理することを望んだ。鉱物資源や森林資源と異なり，水
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管理においては資源の全体性を尊重する一貫性のあるシステムが必要である。州が認可した水利権
を州が管理し，部族は部族水利権を管理するという共同管理システムでは，保留地内の限りある水
資源を十全に管理できないというのが部族の主張だった70）。
　セイリッシュ・クートナイ連合が統一された水管理を望んだ背景には，少なくとも二つの理由が
ある。第一の理由は，部族と州との水利権交渉の開始が視野に入ってきた時点においても，部族の
保留水利権を無視した水利権申請を州自然資源保護局が受理し続けた点である。二点目としては，
交渉開始を見越して 1982年から部族が連邦地質調査所とともにスタートさせた「水測定プログラ
ム（Water Measurement Program）」によるデータ収集が挙げられる。
　1990年代，セイリッシュ・クートナイ連合はシドティⅠ・Ⅱ・Ⅲ事件71）として知られる水利権訴
訟を争った。部族水利権が部族にもたらす水の総量が確定しないなか，水利権認可を続ける州自然
資源保護局に対して部族が訴訟提起したシドティⅠ事件において，1996年，モンタナ州最高裁判所
はセイリッシュ・クートナイ連合の水利権が擁する水量が算出されるまで，州自然資源保護局は新
たな水利用許可を発効できないと判示した72）。州最高裁は水利権交渉の終了まで，部族水利権が関
わる地域での新たな水利権請求の受付を事実上，差し止めたことになる。こうしたなか，州議会は「請
求される水使用は，将来使用が計画されている保留水利権を侵害しない」という州水利用法の条件
を削除。代わりに請求申請をする者は，請求する水が「法的に利用可能（legally available）であること」
を提示する必要があるという条件を加えて，先住民が保留する水を「法的に利用可能な水」と見做し，
非先住民の水利用請求を可能にしようと試みた。これに対して部族は訴訟を提起。シドティⅡ事件
判決において，モンタナ州最高裁は「法的利用可能性」を有する水に，先住民の保留水利権によっ
て確保される水は含まれないとして，1996年のシドティⅠ事件の判断を支持した73）。
　前述の二つの事件において地下水の利用についての言及はなかったが，この点について 2002年，
モンタナ州最高裁は部族の保留水利権が擁する水量が確定するまで，地下水の利用許可は認められ
ないという判断を下した。このシドティⅢ事件は部族保留地内に土地を取得し，「有効な水利用」
の定義の下にある水利権を用いて水販売を計画した事業者に対し，部族が訴訟提起したケースだっ
た。2002年の州最高裁判決によって，部族水利権は表層水のみならず地下水をも含めることが明
示された74）。
　シドティⅠ・Ⅱ・Ⅲ事件判決によって，先住民の保留水利権は連邦の下に置かれる権利であるこ
とが改めて確認され，保留水利権が有する水量が確定されるまで，保留地での新たな水利権請求は
認められないことが明確に示された。シドティ事件判決によって，モンタナ州にとって部族との水
利権合意は選択の余地のないものとなった。こうした司法判断をベースとして，セイリッシュ・クー
トナイ連合は連邦地質調査所とともに進めた「水測定プログラム」で収集した詳細な水量データを
RWRCCに提示し，州との水利権交渉を有意な立場で始めることになった。

3）セイリッシュ・クートナイ部族連合水利権合意からモンタナ水利権保護法へ
　セイリッシュ・クートナイ連合による水利権交渉，及び合意成立までの経緯を示したものが〈表
2〉となる。
　セイリッシュ・クートナイ連合，モンタナ州，連邦政府は，2000年に正式な水利権交渉に入った。
RWRCCの下で形成される水利権交渉委員会には活動期限があり，期限内に合意が成立しなければ
委員会は解散となり，それまでの交渉は無に帰す。セイリッシュ・クートナイ連合の部族水利権合
意が州議会で承認されたのは 2015年だが，合意は当初の期限内に成立せず，委員会の期限は何度
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か延長された。交渉が長引いた背景には，先住民の水利権に対する州民の理解不足，水利用差し
止めを懸念する既存水利権保持者の抵抗，先住民の資源管理能力を疑う根強い偏見があった。2013
年にはフラットヘッド保留地の灌漑利用者が組織する「フラットヘッド管理統合委員会」75）による
交渉妨害があり，モンタナ地区地方裁判所はフラットヘッド管理統合委員会に対し，交渉過程に介
入することを禁じる命令を出している76）。水利権合意案に対する州議会の反応も芳しいものではな
く，2013年に提出された案は州下院司法委員会で否決された。
　2014年に州知事，州検事総長，セイリッシュ・クートナイ連合によって作成された水利権合意
改訂案には，フラットヘッド灌漑計画を利用する非先住民の水利権を保護することや，旱魃年の水
汲み取りについて 3000万ドルの費用が当てられることが盛り込まれた。この変更は地域農業従事
者や牧畜業者に好意的に受け止められ，2015年，セイリッシュ・クートナイ部族連合水利権合意
は州議会で承認された77）。
　部族と州との水利権合意が実際に効力を発揮するためには，合衆国議会の承認，部族評議会の承
認，そして州水裁判所による審議を経ることが必要となる。モンタナ州と部族連合との間で成立し
た水利権合意は，2016年に「セイリッシュ・クートナイ水利権合意法」として，元州知事であっ
たモンタナ州上院議員ジョン・テスターによって合衆国議会に法案提出されたが，民主・共和両党
の十分な賛同を得られず，否決された。セイリッシュ・クートナイ連合は合衆国議会において法案
が議論されている最中も，最悪の事態に備えていた。合衆国議会での法案否決を受けて部族連合は
2018年，部族の水利権請求をモンタナ水裁判所に提出。部族が提出した水利権請求は一万件を超
えたが，そのうち保留地が関わる水利権請求は 1720，保留地外の水利権請求は 1094，7295の請求
は部族が連邦に信託する水利権が関わるものだった78）。部族がモンタナ水裁判所に審議依頼を求め
た 1万の水利権請求は，モンタナ州が管理する 85の河川流域地区のうち，実に 51地区に関わって
おり，水利権合意が法案可決されなければ，州の水利権管轄が大混乱に陥ることは明白だった。

〈表 2〉セイリッシュ・クートナイ連合の水利権交渉経緯

2000年 部族，連邦，州による水利権交渉の開始

2002年 モンタナ州最高裁判所，シドティⅢ事件判決

2003年 水利用合意暫定案の作成

2004年秋 暫定案の一般公開，暫定案への非先住民の反発

2009年 3月 州議会，2013年まで水利権交渉委員会の活動期間延長を承認

2012年秋 水利権合意案の一般公開，及び意見聴収

2013年 4月 水利権合意案，州下院司法委員会で否決

2013年 5月 州知事，2015年まで水利権交渉委員会の活動期間延長を承認

2014年 州知事，州検事総長，部族連合による合意改訂案策定

2015年 州議会，セイリッシュ・クートナイ部族連合水利権合意を承認

2016年 モンタナ州上院議員テスター，水利権合意法案を議会提示。否決される。

2018年 水利権合意不成立に備え，部族は水利権請求をモンタナ水裁判所に提出

2019年 モンタナ州上院議員デインズとテスターによるモンタナ水利権保護法案提出

2020年 モンタナ水利権保護法，合衆国議会承認を経て大統領署名



連邦インディアン政策とアメリカ先住民の主権（2）68

　2019年，テスターはモンタナ州上院議員デインズとの共同法案として，セイリッシュ・クート
ナイ水利権合意を「モンタナ水利権保護法」の名で再提出79）。モンタナ州民の利となることを強調
して民主・共和両党の賛同を得た法案は，2020年 12月に合衆国議会の承認を得，その後，大統領
の署名を得て法制定された。大統領署名の 2日後となる 2020年 12月 27日，セイリッシュ・クー
トナイ部族連合評議会は満場一致で「モンタナ水利権保護法」を承認。以降は関連する各水利権請
求の妥当性が，モンタナ水裁判所によって審議されることになる。

5．資源コントロールと部族主権

　部族の意向を無視して導入された 20世紀初頭の土地割当法は，非先住民のための灌漑建設や産
業開発のための巨大ダム建設の布石となった。実際，1928年にはフラットヘッド湖の南に位置す
るポルソン湾から流れ出るフラットヘッド川を堰き止め，電力発電のためのダムを建設する計画が
ロッキーマウンテン電力会社から提案されている。ロッキーマウンテン電力会社は当時，モンタナ
州の政治・経済を牛耳っていたアナコンダ銅工業会社とその関連会社であるモンタナ電力会社の合
弁会社だった。フラットヘッド保留地でのダム建設計画は，アナコンダが抱えていた電力不足とい
う問題を解消するためのものだった。大規模な灌漑施設を建設し，巨大な負債を抱えることになっ
たフラットヘッド灌漑プロジェクトに対し，ロッキーマウンテン電力会社は電力供給によって得ら
れた収益を分配するという条件をつけてこの計画を進め，1930年，連邦エネルギー規制委員会か
ら 50年の認可を受けてダム建設に着工。ダムは 1938年に完成し，モンタナ電力会社の社長フラン
ク・カーの名を冠してカーダムと名付けられた80）。
　ダム建設が計画された地所はセイリッシュの人々が「水が流れ落ちる場所（the place of the falling 
waters）」と呼ぶ重要な聖地の一つであり，建設に対して部族内には根強い反対の声があった。部族
の抵抗の甲斐なく巨大ダムは建設されたが，部族はダムとダム湖の水管理に関与することを諦めな
かった81）。連邦エネルギー規制委員会からロッキーマウンテン電力会社に託された認可は，ダム完
成時点でモンタナ電力会社に移譲されたが，50年のライセンス契約の更新時期となる 1976年，セ
イリッシュ・クートナイ連合はモンタナ電力会社と競合するかたちでこれに応募。9年に及ぶ交渉
の末，50年の期限のうちの後半 20年（2015年から 2035年）を単独で管理する合意を得た82）。2015
年には完全に部族と部族傘下のエネルギー会社の所有となり，ダムの名称もセイリッシュ・クサンカ・
クリスぺダム（Se’liš Ksanka Ql’ispe’Dam）へと変更された。
　1904年フラットヘッド一般土地割当法の導入，及び 1908年を起点とするフラットヘッド灌漑プ
ロジェクトがもたらした弊害は計り知れない。広大な土地と豊富な水資源を先住民から奪ったこと
は，疑いなく深刻な主権侵害である。条約権利を有する部族の主権を全く考慮しない土地分割や，
灌漑計画を強行に押し進めたことは，保留地を故郷とし，伝統文化を守り伝えようとする部族の人々
に深い無力感を与えた。部族主権の回復は，一般土地割当法とその弊害からの回復と言っても過言
ではない。セイリッシュ・クートナイ連合がカーダムを部族の手に取り戻し，部族単独でのエネル
ギー事業に乗り出したことは，主権回復の過程における大きな一歩であり，2000年から始まった
モンタナ州との水利権交渉に少なからぬ影響を与えたと考えられる。
　セイリッシュ・クートナイ連合が漁業権にもとづく水利権を請求すれば，モンタナ州全体の 3分
の 2の土地に流れる河川流域にその影響が及ぶことになる。部族水利権が認められれば，モンタナ
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州がこれまで州民に認めてきた既存水利権は存続の危機を迎えることになる。2000年以降の水利
権交渉において，モンタナ州とその州民はそうした状況を危惧したが，セイリッシュ・クートナイ
連合が目指したのは漁業権の行使ではなく，魚類の保護だった。流域に生息する魚類のなかでも，
部族にとって特に重要な意味を持つのがカワマス（bull trout）である。セイリッシュとペンドオレ
イユの人々にとって，カワマスは長く生活の糧であっただけでなく，文化的重要性を持つ魚だった。
カワマスは 1973年絶滅危惧種法83）の下で，絶滅のおそれのある種としてリストに挙げられており，
その保護は急務だった。部族政府は 1970年代から現在に至るまで，部族水利権が及ぶ河川の水量
の確保と水質の保全のために数々の手を打ってきた。
　部族は保留地内のカワマス保護のために 1974年にジョコ川原生地区（the Jocko River Primitive 
Area）を，1981年にはミッションマウンテン部族自然保護地区（the Mission Mountains Tribal 
Wilderness）を設けて水源地へのアクセスを制限84）。1982年には部族自然資源課（Natural 
Resource Department）を立ち上げ，木材などの資源管理を通して，より組織的な水資源管理を開
始した。部族はまた，フラットヘッド灌漑プロジェクトによる過剰な水使用によって損なわれてき
たジョコ川の水量を確保すべく，訴訟提起して勝訴。1987年の判決では，灌漑プロジェクトの監
督者である内務省インディアン局に対し，河川に保証されている最低水量を守るよう，業務改善命
令が下されている85）。
　部族は近年，「自然保護・資源管理」の観点からでは伝えきれない，「河川の文化的価値の保護・
維持」を重視する方策を取っている。1995年には水質条例（Water Quality Ordinance）86）を発出して，
魚類生息地と部族の文化的・精神的価値の保護を図っており，2021年には文化的水路条例（CSKT 
Cultural Waterways Ordinance）87）を発出して，文化保護の観点からフラットヘッド川下流水域の保
護を訴えている。セイリッシュ・クートナイ連合は，訴訟提起によって部族の利権を守るだけでな
く，条例を発出して部族の伝統的価値を反映した水管理の実現に励んできた。部族連合の水を守る
ための長年に亘る尽力は，州との水利権交渉においても効力を発揮している。部族の絶え間ない水
資源管理への取り組みは，主権発動の一表現として捉えることができよう。

終わりに

　1970年代，州議会，合衆国議会ともに，時間も経費も嵩む水利権訴訟を回避し，交渉による水
利権合意を模索するようになった。当時，モンタナ州での水利権係争は内務省で議論され，1979
年 7月から 8月にかけて，インディアン問題特別委員会による公聴会が，ワシントン D.C.とモン
タナ州で開催された 88）。公聴会の目的は，モンタナ州の水利用全般に関わる水利権訴訟を，合衆
国が提起することが妥当かどうかを推し量ることにあった。内務長官は連邦が先住民の水利権訴訟
を受託し，連邦裁判所において高額な費用を伴う係争を続けることに懐疑的だった89）。
　ワイオミング州では，1975年の水開発事業計画に由来する水利権係争が先住民部族との間で長
引き，高額な訴訟となった。この事案では，ウインドリバー保留地に居住するイースタン・ショショー
ニとノーザン・アラパホ部族が反対した，ウインド川とビックホーン川の合流点であるリバートン
市での地下水汲み上げ計画が争点となった。部族は保留地内の地下水は部族のものであると主張し
たが，ワイオミング州はこの事案を州の包括的水利権管轄に関わる問題として，1977年，州裁判
所に持ち込んで連邦を相手とする訴訟を提起した。ビックホーン川流域の多くの水利権保持者を巻
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き込んだこの事案は，水利権訴訟としてはこれまでで最も高額な訴訟となり，20億ドルが費やさ
れたと試算されている90）。
　先住民部族の水利権係争は，今日，高額な訴訟を回避して交渉で解決されるようになったと見る
向きもある。しかし，セイリッシュ・クートナイ部族連合が水利権合意を勝ち取るまでの過程を見
るならば，たとえ部族が州との水利権交渉の過程にあったとしても，それが訴訟回避の理由にはな
らないことは明白である。セイリッシュ・クートナイ部族連合は，部族水利権を尊重しない州自然
資源保護局や水利権請求者を司法で訴え，部族水利権合意の締結なしに州による新たな水利用の認
可は許されないことを知らしめている。
　部族連合は州水利権協定委員会の設立を待たずして，水量調査を開始して情報収集を始めており，
これによって保留水利権の水量算出基準となる「灌漑可能面積を規定の水量で潤す」という考え方
を超えて，気候変動や旱魃に対応可能な水利権合意案の作成を可能にした。法的には部族に水利用
の優先権があるものの，既存水利権利用者による水利用を停止させれば，地域経済，ひいては州経
済を滞らせることになる。セイリッシュ・クートナイ連合は奪われた水を取り戻すことよりも，過
剰な灌漑，水汲み上げを止め，生態系の維持を可能にする自然な川の流れを取り戻すことに注力し
た。1970年代以降，部族の伝統的価値観が反映された水管理を遂行するために部族条例を発出し，
その実現に向けて尽力したことは，水資源に聖性を見る部族の姿勢を内外へ伝えるものとなった。
　セイリッシュ・クートナイ連合は水利権合意において保留地外水利権を手放し，老朽化したフラッ
トヘッド灌漑施設改良のための資金 19億ドルを獲得した。保留地内の水管理は部族と州から選出
された 5名の統一委員会91）に委ねられることになり，部族の当初の提案とは異なるものの，単一機
関による水管理が可能となった。合衆国議会での審議最終段階においては，合意に関連する予算を
削減する代替案として，部族積年の願いであったバイソンレンジの部族管理が盛り込まれ，これが
認められることになった。
　セイリッシュ・クートナイ連合の水利権交渉は，21世紀における部族主権のあり方をどのよう
に示しているのか。第一に，部族連合が成し遂げた水利権合意は，西部における水利用の基本とな
る「有益な水利用」という考え方に楔を打った。「有益な水利用」を水利権請求の基盤に据える伝
統的な西部水利用のあり方では成し遂げられない，魚類や野生動物の保護のための自然な川の流れ
の復活・維持を部族は訴え続けた。また，それによって，頻発する旱魃や気候変動に対応できる水
利権合意を可能にした。第二に，交渉過程において，部族が抱く文化的価値を外部に向けて継続的
に表明してきた。部族の水利権請求に対する一般市民の抵抗感の背景には，部族の歴史・文化に対
する理解不足がある。水利権合意案は都度，一般公開されて意見聴取が行われたが，部族連合は水
利権交渉における部族のスタンスを，部族と水・自然資源との関わりの歴史を一般市民に知らしめ
る一大キャンペーンによって伝えた。第三に，技術的な知識と伝統的な知識の両方を携えて部族の
自然保護の営為を見つめ直し，その継承を可能にした。カーダムの取得やバイソンレンジの奪還は
その例と言えよう。
　近年の先住民部族の水利権交渉・合意を，先住民が被った侵略の歴史との「和睦（reconciliation）」
と見做す向きもある。しかし，セイリッシュ・クートナイ連合が「過去に決着をつける」という立
場で交渉に臨んだのであれば，保留地外水利権を手放すことはなかっただろう。部族は「未来へ向
けて，どのように水資源と向き合うのか」という喫緊の問題に向き合うことを選び，問題解決のた
めに「部族が河川やそこに生息する魚類と，これまでどのように関わってきたのか」について，地
域住民の理解を求めた。州が用意した交渉のテーブルに準備なく臨むことで，部族が水利権合意を
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得ることはない。交渉以前にどれだけ資源管理に関与してきたのか，どれだけ具体的なデータ収集
を行ってきたのか，どのように部族の文化的価値を外部に向けて発信してきたのか，どのような水
利権訴訟を戦ってきたのかといった点は，水利権交渉のテーブルでの切り札となる。セイリッシュ・
クートナイ連合の水利権交渉は，今日，部族主権がどのように発揮され得るのかを鮮やかに示して
いると言えよう。

＊本研究は，令和 5年度科学研究費補助金（基盤 C21K00929）による研究成果の一部である。
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